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【社員】2023年度賃金要求のポイント

4

項目 内容

ベースアップ要求

• 現在の物価の高騰状況を踏まえ、ベースアップ算出式に基づいた要求

は行わず、物価への対応として別途要求

⇒月例で2,000円のベースアップを要求（4月16日～反映）

本給評価要求

• 前年同様の評価分布を要求

⇒ステージC－ｔ（絶対評価）

⇒ステージＢおよびＣ（Ｓ・Ａ評価3割以上、Ｂ・Ｃ評価7割未満）

最低賃金要求
• IMGU本部最低賃金要求基準に基づき、月例の最低賃金を要求

⇒月例賃金164,000円を要求

基本給・昇給表要求

• ベースアップ要求を反映させた、本給表を要求

• ステージＣは、人事賃金制度の見直しを踏まえ、6月15日まで既存制度、

6月16日以降の新制度を要求

扶養者別・年齢別最低賃金

• 物価・家計の標準生計費など踏まえ、前年より引き上げた新たな水準

を要求

※全員が対象なのではなく、税法上の扶養家族を有する方が対象

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①社員ステージＢ 成果評価フォーマットの見直し』
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【目的と内容】
• グループ内の人材流動化を踏まえ、評価のグループ平準化による納得性の向上や、既存フォーマットの
本給・賞与目標の重複による納得性が得られにくいという課題解決のため、評価フォーマットを見直し
ます

成果評価フォーマットの見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 本給・賞与の項目を分離し、それぞれガイドラインを基に目標設定するようフォーマットを見直します。

※今後は目標設定のガイドラインを労使で確認し、3・4月頃に会社より説明会を実施する予定です。

対象雇用形態 社員ステージA・B

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『②社員ステージＣ 人事賃金制度の見直し』

6

【目的と内容】
• 既存制度における役割変動時に個人の成果の積上げがリセットされる課題の解決や、ステージＣに長期
間在籍してもステップ感を感じることができる制度を構築する為、人事賃金制度を見直します

成果評価フォーマットの見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 本給・賞与の項目を分離し、それぞれガイドラインを基に目標設定するようフォーマットを見直します。

※等級間の進級方法や制度の移行方法の一部は継続協議となっており、詳細は4月頃審議決定する予定です。

対象雇用形態 社員ステージＣ

項目 内容

資格給 等級 C-1～C-3 共通 12,000円

役割給
役割①30,000円
役割②20,000円
役割③10,000円

個人成果給
153,000円（129ランク）～281,000円（1ランク）ま
で、1,000円単位で設定。

昇給表

上位ランク（Ｒ1）において、Ｂ評価で1,000円昇給
するように見直し。

審議決定事項

報告事項



2022年度労使通年協議 『③グループ共通ベースアップ算出式の見直し』

7

【目的と内容】
• 既存の制度は、2020年度に同意した制度であり、使用期限が2023年度春の交渉までとなっているため、
算出式の一部を見直します

グループ共通ベースアップ算出式の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存制度の『グループの一体感の醸成』や『従業員の納得感』などのメリットは活かしつつ、グループ
全体で一体感のある実現可能な水準を検討できる制度にします。

対象雇用形態 社員・スタッフ社員

現行 改訂

項目 内容

基礎額 • 292,000円

単位 • 500円単位とし、上限は1,000円とする

物価上昇率に

応じた係数

項目 内容

基礎額 • 302,000円

単位 • 500円単位とし、上限は2,000円とする

物価上昇率に

応じた係数

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『④-1ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』
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【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

短時間勤務制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• セイフティネットや多様な価値観に対応し、働き方の自由度を向上させるため、新たな『短時間勤務制度』を導入する。

取得事由 適用期間 働き方の選択肢

育児 最短1か月・最長1対象家族につき2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）

介護 最短1か月・最長通算5年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間・5時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

体調不良・私傷病治療 最短1か月・最長2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

兼業・副業 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

勉強・修学 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

対象雇用形態 全雇用形態

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『④-2ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』
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【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

配偶者転勤休職制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存のグループライフイベント転籍制度や、ライフイベント再雇用制度の選択肢に加え、配偶者の転勤時に休職できる制度を導
入する。

※その他、期間の変更や休職の取消など、制度の詳細あり

項目 内容

条件

• 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域において配偶者と生活を共

にする者で休職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が6か月以上にわたって継続すること

が見込まれるものに限る

1.転居を必要とする地域での勤務（出張、社命留学等を含む）

2.事業の経営など個人が転居を必要とする地域で行う職業上の活動

期間 • 1回につき最短6カ月、最長3年

回数
• 在籍期間中の取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則3年以上空ける。なお、3年に

休職期間は含まない

処遇

• 給与、賞与は支給しない

• 社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、個人負担分は本人がそれぞれ負担する（傷病休職

と同様に取扱う）

• 休職期間は勤続年数に通算しない

対象雇用形態 全雇用形態

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『④-3ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』
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【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

要保護勤務Ｃおよび介護・介護準備勤務の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 新たな短時間勤務制度の導入に伴い、既存の短時間勤務においても働き方の選択肢として所定労働日数の低減を選択できるよう
制度を見直す。

短時間勤務制度 内容

要保護勤務Ｃ

介護・介護準備勤務

対象雇用形態 全雇用形態

働き方の選択肢 内容

所定労働時間の短縮
• 5・6・7時間から選択

※要保護勤務Ｃは、2023年4月より5時間勤務も可能となります

所定労働日数の低減
• 一月あたりの各個休日の日数は14日とし、原則として一週あたり各個休日を

３日編成する。
※フェロースタッフの場合は、週4日勤務に短縮する

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『⑤キャリア形成支援制度の見直し』
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【目的と内容】
• 取り巻く環境・個人のキャリア観・均衡均等待遇といった社会的背景を踏まえ、制度の見直しを検討
• 次年度へ向け、多様性・均衡均等待遇などの観点から、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

カムバック再雇用制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• メンバーの多様なキャリア観に対応するため、新たな制度を導入します

※その他、離職期間や再雇用上限年齢など、制度の詳細あり

対象雇用形態 社員・スタッフ社員

項目 内容

資格 • 勤続2年以上（退職時に制度登録している）

再雇用時の雇用形態 • 社員またはスタッフ社員 ※ただし、ネクストキャリア制度利用者は対象外

退職事由 • 退職事由は不問（円満退社が前提）

採用審査
• 採用審査あり。希望者全員採用ではない

• 在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断

採用時期 • 基本4月または10月

その他
• 離職期間中に、『本人のキャリアの状況把握』や『会社情報の共有による関係性の維持』の観点により、会社からアプロー

チを行う可能性あり

審議決定事項
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【スタッフ社員】賃金要求のポイント

13

項目 内容

ベースアップ要求

• 現在の物価の高騰状況を踏まえ、ベースアップ算出式に基づいた要求

は行わず、物価への対応として別途要求

⇒月例で2,000円のベースアップを要求（4月16日～反映）

本給評価要求
• 前年同様の評価分布を要求

⇒Ｓ・Ａ評価3割以上、Ｂ・Ｃ評価7割未満

最低賃金要求
• IMGU本部最低賃金要求基準に基づき、月例の最低賃金を要求

⇒月例賃金164,000円を要求

基本給・昇給表要求 • 最低賃金要求を踏まえ、昇給表・基本給表を164,000円まで切上げ要求

扶養者別・年齢別最低賃金

• 物価・家計の標準生計費など踏まえ、前年より引き上げた新たな水準

を要求

※全員が対象なのではなく、税法上の扶養家族を有する方が対象

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①グループ共通ベースアップ算出式の見直し』
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【目的と内容】
• 既存の制度は、2020年度に同意した制度であり、使用期限が2023年度春の交渉までとなっているため、
算出式の一部を見直します

グループ共通ベースアップ算出式の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存制度の『グループの一体感の醸成』や『従業員の納得感』などのメリットは活かしつつ、グループ
全体で一体感のある実現可能な水準を検討できる制度にします。

対象雇用形態 社員・スタッフ社員

現行 改訂

項目 内容

基礎額 • 292,000円

単位 • 500円単位とし、上限は1,000円とする

物価上昇率に

応じた係数

項目 内容

基礎額 • 302,000円

単位 • 500円単位とし、上限は2,000円とする

物価上昇率に

応じた係数

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『②-1人事賃金制度の見直し』
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【目的と内容】
• 既存の本給制度の課題を整理し、次年度以降は具体的な打ち手を検討します
• 2023年度賃金要求における月例の最低賃金を踏まえ、現行の基本給表を見直します

人事賃金制度を見直すポイント ※次年度以降継続協議

• スタッフ社員の人事賃金制度上の課題や、社員人事賃金制度との関連性を踏まえ、検討の方向性を整理。

対象雇用形態 スタッフ社員

報告事項



2022年度労使通年協議 『②-2人事賃金制度の見直し』
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【目的と内容】
• 既存の本給制度の課題を整理し、次年度以降は具体的な打ち手を検討します
• 2023年度賃金要求における月例の最低賃金を踏まえ、現行の基本給表を見直します

基本給表の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 2023年度月例の最低賃金を164,000円で要求することを踏まえ、基本給表を切上げる見直しを行います。

対象雇用形態 スタッフ社員

現行 改訂

審議決定事項



17

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

短時間勤務制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• セイフティネットや多様な価値観に対応し、働き方の自由度を向上させるため、新たな『短時間勤務制度』を導入する。

取得事由 適用期間 働き方の選択肢

育児 最短1か月・最長1対象家族につき2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）

介護 最短1か月・最長通算5年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間・5時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

体調不良・私傷病治療 最短1か月・最長2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

兼業・副業 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

勉強・修学 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『③-1ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



18

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

配偶者転勤休職制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存のグループライフイベント転籍制度や、ライフイベント再雇用制度の選択肢に加え、配偶者の転勤時に休職できる制度を導
入する。

※その他、期間の変更や休職の取消など、制度の詳細あり

項目 内容

条件

• 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域において配偶者と生活を共

にする者で休職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が6か月以上にわたって継続すること

が見込まれるものに限る

1.転居を必要とする地域での勤務（出張、社命留学等を含む）

2.事業の経営など個人が転居を必要とする地域で行う職業上の活動

期間 • 1回につき最短6カ月、最長3年

回数
• 在籍期間中の取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則3年以上空ける。なお、3年に

休職期間は含まない

処遇

• 給与、賞与は支給しない

• 社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、個人負担分は本人がそれぞれ負担する（傷病休職

と同様に取扱う）

• 休職期間は勤続年数に通算しない

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『③-2ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



19

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

要保護勤務Ｃおよび介護・介護準備勤務の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 新たな短時間勤務制度の導入に伴い、既存の短時間勤務においても働き方の選択肢として所定労働日数の低減を選択できるよう
制度を見直す。

短時間勤務制度 内容

要保護勤務Ｃ

介護・介護準備勤務

対象雇用形態 全雇用形態

働き方の選択肢 内容

所定労働時間の短縮
• 5・6・7時間から選択

※要保護勤務Ｃは、2023年4月より5時間勤務も可能となります

所定労働日数の低減
• 一月あたりの各個休日の日数は14日とし、原則として一週あたり各個休日を

３日編成する。
※フェロースタッフの場合は、週4日勤務に短縮する

2022年度労使通年協議 『③-3ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『④キャリア形成支援制度の見直し』

20

【目的と内容】
• 取り巻く環境・個人のキャリア観・均衡均等待遇といった社会的背景を踏まえ、制度の見直しを検討
• 次年度へ向け、多様性・均衡均等待遇などの観点から、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

カムバック再雇用制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• メンバーの多様なキャリア観に対応するため、新たな制度を導入します

※その他、離職期間や再雇用上限年齢など、制度の詳細あり

対象雇用形態 社員・スタッフ社員

項目 内容

資格 • 勤続2年以上（退職時に制度登録している）

再雇用時の雇用形態 • 社員またはスタッフ社員 ※ただし、ネクストキャリア制度利用者は対象外

退職事由 • 退職事由は不問（円満退社が前提）

採用審査
• 採用審査あり。希望者全員採用ではない

• 在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断

採用時期 • 基本4月または10月

その他
• 離職期間中に、『本人のキャリアの状況把握』や『会社情報の共有による関係性の維持』の観点により、会社からアプロー

チを行う可能性あり

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『⑤均衡均等待遇に関わる人事賃金制度の見直し』

21

【目的と内容】
• 雇用形態間の従業員待遇の整合性を図るため、各雇用系の人事賃金制度を研究
• スタッフ社員に関わる扶養家族手当は次年度以降へ持ち越し。現行制度の一部の見直しを行います。

扶養家族手当について ※次年度以降継続協議

• 労働としては、コンプライアンス上の観点から導入の協議を行っていますが、会社は企業存続と制度導入の優先順位を踏まえ検
討していきたいと考えていることから、2023年度の導入は見送ることとなりました。

対象雇用形態 スタッフ社員

ストック有給休暇制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の実現へ向け、一部雇用形態にストック有給休暇制度の買取の仕組みを導入します。

※そストック有給休暇は退職前に取得することが前提であり、買取の仕組みはセイフティネットとして存在します

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

雇用形態 退職の事由 買取要件 買取金額（1日あたり）

フェロースタッフ（無期）

定年退職

原則として退職日の 1 年前までに上長に申し出、承認を得る。このと
き同時に、退職日よりさかのぼって連続115日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
115 日とする。

1,500円

プロスタッフＦ（無期） 2,500円

プロスタッフＰ（無期） 1,500円

フェロースタッフ（無期）

その他退職

原則として退職日の 3 ヵ月前までに上長に申し出、承認を得る。この
とき同時に、退職日よりさかのぼって連続 20 日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
210 日とする。

750円

プロスタッフＦ（無期） 1,250円

プロスタッフＰ（無期） 750円

審議決定事項

報告事項



シニアスタッフ目次
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雇用形態 ページNo

2023年度賃金要求のポイント 23
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②キャリ形成支援制度の見直し 27

詳細は『2023年度春の交渉メンバーズVOICE議案書（案）をご覧ください。



【シニアスタッフ社員】賃金要求のポイント

23

項目 内容

ベースアップ要求

• ベースアップ要求の構成要素を踏まえ要求を行うが、2023年度は特に

物価の状況や社員とのバランスを踏まえ要求

⇒時間給で10円・月例で2,000円のベースアップを要求

（時給は4月1日～反映、月例は4月16日～反映）

賃金要求

• ベースアップ要求を行うことを踏まえ要求

⇒時間給935円を要求

⇒月例賃金166,000円を要求

最低賃金要求

• IMGU本部最低賃金要求基準に基づき、月例の最低賃金を要求

⇒月例賃金164,000円を要求

• これまでの最低賃金に、今回のベースアップを加えて要求

⇒時間給で900円を要求

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①-1ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

24

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

短時間勤務制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• セイフティネットや多様な価値観に対応し、働き方の自由度を向上させるため、新たな『短時間勤務制度』を導入する。

取得事由 適用期間 働き方の選択肢

育児 最短1か月・最長1対象家族につき2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）

介護 最短1か月・最長通算5年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間・5時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

体調不良・私傷病治療 最短1か月・最長2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

兼業・副業 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

勉強・修学 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

対象雇用形態 全雇用形態

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①-2ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

25

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

配偶者転勤休職制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存のグループライフイベント転籍制度や、ライフイベント再雇用制度の選択肢に加え、配偶者の転勤時に休職できる制度を導
入する。

※その他、期間の変更や休職の取消など、制度の詳細あり

項目 内容

条件

• 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域において配偶者と生活を共

にする者で休職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が6か月以上にわたって継続すること

が見込まれるものに限る

1.転居を必要とする地域での勤務（出張、社命留学等を含む）

2.事業の経営など個人が転居を必要とする地域で行う職業上の活動

期間 • 1回につき最短6カ月、最長3年

回数
• 在籍期間中の取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則3年以上空ける。なお、3年に

休職期間は含まない

処遇

• 給与、賞与は支給しない

• 社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、個人負担分は本人がそれぞれ負担する（傷病休職

と同様に取扱う）

• 休職期間は勤続年数に通算しない

対象雇用形態 全雇用形態

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①-3ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

26

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

要保護勤務Ｃおよび介護・介護準備勤務の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 新たな短時間勤務制度の導入に伴い、既存の短時間勤務においても働き方の選択肢として所定労働日数の低減を選択できるよう
制度を見直す。

短時間勤務制度 内容

要保護勤務Ｃ

介護・介護準備勤務

対象雇用形態 全雇用形態

働き方の選択肢 内容

所定労働時間の短縮
• 5・6・7時間から選択

※要保護勤務Ｃは、2023年4月より5時間勤務も可能となります

所定労働日数の低減
• 一月あたりの各個休日の日数は14日とし、原則として一週あたり各個休日を

３日編成する。
※フェロースタッフの場合は、週4日勤務に短縮する

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『②キャリア形成支援制度の見直し』

27

【目的と内容】
• 取り巻く環境・個人のキャリア観・均衡均等待遇といった社会的背景を踏まえ、制度の見直しを検討
• 次年度へ向け、多様性・均衡均等待遇などの観点から、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

自己申告制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 現在の運用実態を踏まえ、全雇用形態に制度化します。

ライフイベント再雇用制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します。

内容

• 長期雇用を前提とした均衡均等待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します

• 無期雇用として勤続2年以上の方、離職期間は12年、再雇用上限年齢58歳など、基本的な制度内容は社員と同様です。再雇用時の雇用形態は、それぞ

れ有期雇用となります

対象雇用形態 社員・スタッフ社員を除く全雇用形態

内容

• 個人の働く上での業務や進路、異動希望や自己啓発、キャリアプランについての意見や意思を確認し、中長期的な人材の育成に活用する制度。
• 毎年、11月頃を目途にWEB上にて実施する。

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

審議決定事項



フェロースタッフ・シニアフェロー目次

28

雇用形態 ページNo

2023年度賃金要求のポイント 29

①契約職種の見直しの検討 30
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③キャリ形成支援制度の見直し 34

④均衡均等待遇に関わる人事賃金制度の見直し 35

詳細は『2023年度春の交渉メンバーズVOICE議案書（案）をご覧ください。



【フェロースタッフ・シニアフェロー】賃金要求のポイント

29

項目 内容

ベースアップ要求

• 雇用形態ごとの、ベースアップ要求の構成要素を踏まえ要求を行うが、

2023年度は特に物価の状況や社員とのバランスを踏まえ要求

⇒時間給で10円のベースアップを要求（4/11～ベース給に反映）

本給評価要求
• 前年同様の評価分布を要求

⇒平均Ｂ評価以上となるよう要求

最低賃金要求

• これまでの最低賃金に、今回のベースアップを加えて要求

⇒時間給900円を要求

⇒2023年度中に公的最低賃金を下回った場合は、別途労使協議

基本給・昇給表要求

• 前年同様の本人給改定表・昇給表・本人給表を要求

⇒フェロースタッフの本人給の上限300円

⇒シニアフェローのベース給・職種給・本人給・調整給の上限935円

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『①契約職種の見直しの検討』

30

【目的と内容】
• 商環境や企業の状況を踏まえ、要員効率を上げ生産性を高める働き方を推進するため、職種統合を検討
してきましたが、協議の結果職種統合は行わないこととします

職種統合の検討

• 次年度の組織・販売体制を再考していくことや、職種統合を行った場合の想定を総合的に判断した結果、
職種統合は行わないという結論に至ったため、これらに関する協議は解消します。

対象雇用形態 フェロースタッフ・シニアフェロー

報告事項



31

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

短時間勤務制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• セイフティネットや多様な価値観に対応し、働き方の自由度を向上させるため、新たな『短時間勤務制度』を導入する。

取得事由 適用期間 働き方の選択肢

育児 最短1か月・最長1対象家族につき2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）

介護 最短1か月・最長通算5年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間・5時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

体調不良・私傷病治療 最短1か月・最長2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

兼業・副業 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

勉強・修学 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『②-1ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



32

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

配偶者転勤休職制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存のグループライフイベント転籍制度や、ライフイベント再雇用制度の選択肢に加え、配偶者の転勤時に休職できる制度を導
入する。

※その他、期間の変更や休職の取消など、制度の詳細あり

項目 内容

条件

• 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域において配偶者と生活を共

にする者で休職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が6か月以上にわたって継続すること

が見込まれるものに限る

1.転居を必要とする地域での勤務（出張、社命留学等を含む）

2.事業の経営など個人が転居を必要とする地域で行う職業上の活動

期間 • 1回につき最短6カ月、最長3年

回数
• 在籍期間中の取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則3年以上空ける。なお、3年に

休職期間は含まない

処遇

• 給与、賞与は支給しない

• 社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、個人負担分は本人がそれぞれ負担する（傷病休職

と同様に取扱う）

• 休職期間は勤続年数に通算しない

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『②-2ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



33

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

要保護勤務Ｃおよび介護・介護準備勤務の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 新たな短時間勤務制度の導入に伴い、既存の短時間勤務においても働き方の選択肢として所定労働日数の低減を選択できるよう
制度を見直す。

短時間勤務制度 内容

要保護勤務Ｃ

介護・介護準備勤務

対象雇用形態 全雇用形態

働き方の選択肢 内容

所定労働時間の短縮
• 5・6・7時間から選択

※要保護勤務Ｃは、2023年4月より5時間勤務も可能となります

所定労働日数の低減
• 一月あたりの各個休日の日数は14日とし、原則として一週あたり各個休日を

３日編成する。
※フェロースタッフの場合は、週4日勤務に短縮する

2022年度労使通年協議 『②-3ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『③キャリア形成支援制度の見直し』

34

【目的と内容】
• 取り巻く環境・個人のキャリア観・均衡均等待遇といった社会的背景を踏まえ、制度の見直しを検討
• 次年度へ向け、多様性・均衡均等待遇などの観点から、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

自己申告制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 現在の運用実態を踏まえ、全雇用形態に制度化します。

ライフイベント再雇用制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します。

内容

• 長期雇用を前提とした均衡均等待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します

• 無期雇用として勤続2年以上の方、離職期間は12年、再雇用上限年齢58歳など、基本的な制度内容は社員と同様です。再雇用時の雇用形態は、それぞ

れ有期雇用となります

対象雇用形態 社員・スタッフ社員を除く全雇用形態

内容

• 個人の働く上での業務や進路、異動希望や自己啓発、キャリアプランについての意見や意思を確認し、中長期的な人材の育成に活用する制度。
• 毎年、11月頃を目途にWEB上にて実施する。

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『④均衡均等待遇に関わる人事賃金制度の見直し』

35

【目的と内容】
• 雇用形態間の従業員待遇の整合性を図るため、各雇用系の人事賃金制度を研究
• スタッフ社員に関わる扶養家族手当は次年度以降へ持ち越し。現行制度の一部の見直しを行います。

扶養家族手当について ※次年度以降継続協議

• 労働としては、コンプライアンス上の観点から導入の協議を行っていますが、会社は企業存続と制度導入の優先順位を踏まえ検
討していきたいと考えていることから、2023年度の導入は見送ることとなりました。

対象雇用形態 スタッフ社員

ストック有給休暇制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の実現へ向け、一部雇用形態にストック有給休暇制度の買取の仕組みを導入します。

※ストック有給休暇は退職前に取得することが前提であり、買取の仕組みはセイフティネットとして存在します

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

雇用形態 退職の事由 買取要件 買取金額（1日あたり）

フェロースタッフ（無期）

定年退職

原則として退職日の 1 年前までに上長に申し出、承認を得る。このと
き同時に、退職日よりさかのぼって連続115日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
115 日とする。

1,500円

プロスタッフＦ（無期） 2,500円

プロスタッフＰ（無期） 1,500円

フェロースタッフ（無期）

その他退職

原則として退職日の 3 ヵ月前までに上長に申し出、承認を得る。この
とき同時に、退職日よりさかのぼって連続 20 日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
210 日とする。

750円

プロスタッフＦ（無期） 1,250円

プロスタッフＰ（無期） 750円

審議決定事項

報告事項



プロスタッフ・シニアプロスタッフ目次
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雇用形態 ページNo

2023年度賃金要求のポイント 37

①ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し 38 ～ 40

②キャリ形成支援制度の見直し 41

③均衡均等待遇に関わる人事賃金制度の見直し 42

詳細は『2023年度春の交渉メンバーズVOICE議案書（案）をご覧ください。



【プロスタッフ・シニアプロスタッフ】賃金要求のポイント

37

項目 内容

ベースアップ要求

• 雇用形態ごとの、ベースアップ要求の構成要素を踏まえ要求を行うが、

2023年度は特に物価の状況や社員とのバランスを踏まえ要求

⇒年俸で24,000円のベースアップを要求（4/1～反映）

最低賃金要求

• プロスタッフは、個別に契約する年俸制であることを踏まえ、時間給

換算した上で要求

⇒時間給900円を要求

⇒2023年度中に公的最低賃金を下回った場合は、別途労使協議

審議決定事項



38

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

短時間勤務制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• セイフティネットや多様な価値観に対応し、働き方の自由度を向上させるため、新たな『短時間勤務制度』を導入する。

取得事由 適用期間 働き方の選択肢

育児 最短1か月・最長1対象家族につき2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）

介護 最短1か月・最長通算5年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間・5時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

体調不良・私傷病治療 最短1か月・最長2年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

兼業・副業 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

勉強・修学 最短1か月・最長3年 1日の所定労働時間の短縮（7時間・6時間）もしくは、週の所定労働日数の低減

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『①-1ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



39

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

配偶者転勤休職制度の導入 ※制度改定時期：2023年4月～

• 既存のグループライフイベント転籍制度や、ライフイベント再雇用制度の選択肢に加え、配偶者の転勤時に休職できる制度を導
入する。

※その他、期間の変更や休職の取消など、制度の詳細あり

項目 内容

条件

• 配偶者が次のいずれかの事由により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域において配偶者と生活を共

にする者で休職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が6か月以上にわたって継続すること

が見込まれるものに限る

1.転居を必要とする地域での勤務（出張、社命留学等を含む）

2.事業の経営など個人が転居を必要とする地域で行う職業上の活動

期間 • 1回につき最短6カ月、最長3年

回数
• 在籍期間中の取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間隔は原則3年以上空ける。なお、3年に

休職期間は含まない

処遇

• 給与、賞与は支給しない

• 社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、個人負担分は本人がそれぞれ負担する（傷病休職

と同様に取扱う）

• 休職期間は勤続年数に通算しない

対象雇用形態 全雇用形態

2022年度労使通年協議 『① -2ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



40

【目的と内容】
• あらゆるバックグランドを持つ従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整える
• 次年度へ向け、ライフワークバランスを実現する為、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

要保護勤務Ｃおよび介護・介護準備勤務の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 新たな短時間勤務制度の導入に伴い、既存の短時間勤務においても働き方の選択肢として所定労働日数の低減を選択できるよう
制度を見直す。

短時間勤務制度 内容

要保護勤務Ｃ

介護・介護準備勤務

対象雇用形態 全雇用形態

働き方の選択肢 内容

所定労働時間の短縮
• 5・6・7時間から選択

※要保護勤務Ｃは、2023年4月より5時間勤務も可能となります

所定労働日数の低減
• 一月あたりの各個休日の日数は14日とし、原則として一週あたり各個休日を

３日編成する。
※フェロースタッフの場合は、週4日勤務に短縮する

2022年度労使通年協議 『① -3ダイバーシティ＆インクルージョンの推進へ向けた人事制度の見直し』

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『②キャリア形成支援制度の見直し』

41

【目的と内容】
• 取り巻く環境・個人のキャリア観・均衡均等待遇といった社会的背景を踏まえ、制度の見直しを検討
• 次年度へ向け、多様性・均衡均等待遇などの観点から、新制度の導入と現行制度の見直しを行う

自己申告制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 現在の運用実態を踏まえ、全雇用形態に制度化します。

ライフイベント再雇用制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します。

内容

• 長期雇用を前提とした均衡均等待遇の観点から、対象雇用形態を拡大します

• 無期雇用として勤続2年以上の方、離職期間は12年、再雇用上限年齢58歳など、基本的な制度内容は社員と同様です。再雇用時の雇用形態は、それぞ

れ有期雇用となります

対象雇用形態 社員・スタッフ社員を除く全雇用形態

内容

• 個人の働く上での業務や進路、異動希望や自己啓発、キャリアプランについての意見や意思を確認し、中長期的な人材の育成に活用する制度。
• 毎年、11月頃を目途にWEB上にて実施する。

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

審議決定事項



2022年度労使通年協議 『③均衡均等待遇に関わる人事賃金制度の見直し』

42

【目的と内容】
• 雇用形態間の従業員待遇の整合性を図るため、各雇用系の人事賃金制度を研究
• スタッフ社員に関わる扶養家族手当は次年度以降へ持ち越し。現行制度の一部の見直しを行います。

扶養家族手当について ※次年度以降継続協議

• 労働としては、コンプライアンス上の観点から導入の協議を行っていますが、会社は企業存続と制度導入の優先順位を踏まえ検
討していきたいと考えていることから、2023年度の導入は見送ることとなりました。

対象雇用形態 スタッフ社員

ストック有給休暇制度の見直し ※制度改定時期：2023年4月～

• 長期雇用を前提とした均衡待遇の実現へ向け、一部雇用形態にストック有給休暇制度の買取の仕組みを導入します。

※ストック有給休暇は退職前に取得することが前提であり、買取の仕組みはセイフティネットとして存在します

対象雇用形態 フェロースタッフ（無期）・プロスタッフ（無期）

雇用形態 退職の事由 買取要件 買取金額（1日あたり）

フェロースタッフ（無期）

定年退職

原則として退職日の 1 年前までに上長に申し出、承認を得る。このと
き同時に、退職日よりさかのぼって連続115日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
115 日とする。

1,500円

プロスタッフＦ（無期） 2,500円

プロスタッフＰ（無期） 1,500円

フェロースタッフ（無期）

その他退職

原則として退職日の 3 ヵ月前までに上長に申し出、承認を得る。この
とき同時に、退職日よりさかのぼって連続 20 日の一括取得を申請し、
その残日数を買い取りに充てるものとする。買い取り日数の上限は
210 日とする。

750円

プロスタッフＦ（無期） 1,250円

プロスタッフＰ（無期） 750円

審議決定事項

報告事項
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